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きぼう利用テーマ選考評価委員会委員が研究者に 

助言等をするためのガイドライン（案）（審議） 
平成 28年 2月 26日 

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

有人宇宙技術部門 

1. 基本方針  

きぼう利用テーマ選考評価委員会委員(以下、委員という。)が潜在的な提

案者(以下、研究者という。)に助言等することにより、「きぼう」利用テー

マ募集での応募テーマのレベル向上を図る。 

 

2. 研究者への助言等 

研究者から「きぼう」利用に関する相談等を受けた場合には、委員は、3.

項に留意の上、研究者に助言等を行いテーマ募集への応募に向けて支援する

ことができる。 

  

3.秘密保持 

(1) 選考評価の過程は、非公開とする。 

(2) 委員は、「きぼう」利用のテーマ募集に応募があったテーマ、応募前に相談

等を受けたテーマ、及び宇宙実験(準備を含む)を実施中又は終了したテー

マ（以下、研究テーマ等という。）が、他人の独自性のあるアイディアや未

発表の研究・技術開発を含んでいることに十分留意し、研究テーマ等の以

下の情報について秘密を守り、第 3者に開示してはならない。 

a. テーマ提案書及びその内容、1.項の相談等及び助言等の内容、テーマ

の進捗や結果等を示す報告書及びその内容（公表された情報は除く） 

b. 科学評価者(ピアレビュアー)の氏名、役職、所属機関 

c. きぼう利用テーマ選考評価委員会委員や科学評価者（ピアレビュアー）

（以下「委員等」という。）の発言内容及び選考評価に関連して評価者

等を特定できる情報 

d. 委員等が行う採点及びその集計結果並びに選考評価に関するコメント 

e. 選考評価の結果（公表された情報は除く。） 

f. その他非公開とされている情報 

(3) 委員は、選考評価結果についての問い合わせに応じない。 

資料５ 
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(4) 委員は、選考評価の作業が完了した時点で、研究テーマ等に関する資料を

廃棄する。 

(5) 本秘密保持の遵守は、委員の委嘱期間だけでなく、委嘱期間終了後につい

ても継続する。 

 

4. 選考評価に関する利害関係者の排除 

選考評価に関する利害関係の排除の取り扱いについては、次のとおりとする。 

(1) 委員自身が、いずれかの応募テーマの研究代表者又は共同研究者である場

合は、当該募集機会におけるの選考評価を行わない。（ご辞退いただく。） 

(2) 委員が、応募テーマの研究代表者又は共同研究者との関係において、次に

掲げるものに該当すると自ら判断する場合は、当該テーマの評価を行わな

い。 

a. 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係 

b. 緊密な共同研究等を行う関係（例えば、共同研究や共同プロジェクト

の遂行、共著研究論文の執筆もしくは同一目的の研究会メンバー等、

応募テーマの遂行上緊密な関係にあるとみなされるもの） 

c. 同一組織の所属関係（例えば、同じ研究室もしくは研究所等で同じ部・

研究グループに所属するもの） 

d. 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係 

e. 応募テーマの採否又は評価が委員の直接的な利益につながるとみなさ

れるおそれのある対立的な関係もしくは競争関係 

f. 提案内容に関する助言をし応募に向けて支援した関係 

g. その他、中立・公平性が欠けるおそれがある場合 

(3) その他、評価者として選考評価の中立・公平性が欠けるおそれがあると他

の委員又は JAXAが判断した場合には、選考評価の実施の可否を委員長が決

する。 

(4) 4.(2)の「当該テーマの評価を行わない」の定義 

a. 該当する応募テーマの採点及び選考評価のコメントの付与を行わない。 

b. 該当しない応募テーマの採点及び選考評価のコメントの付与は行う。 

c. 応募テーマ全体にかかる審議には加わる。 

 

以上  
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参考1：科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程（抜粋） 

平成18年9月22日(独)日本学術振興会科学研究費委員会決定 

(平成27年10月6日一部改正) 
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参考2：JST大学発新産業創出拠点プロジェクトの審査・選考に関する利益相反の考え方 

（平成24年5月31日大学発新産業創出拠点推進委員会） 

 

 


